
国立大学法人等
評価実務担当者説明会

○ 令和３年１１月１８日（木）１３：３０～１５：００
○ 令和３年１１月２４日（水）１５：００～１６：３０



説明会のプログラム
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時間
（11月18日）

時間
（11月24日）

内容

13:30～13:35 15:00～15:05 開会、注意事項説明

13:35～13:40 15:05～15:10 機構長挨拶

13:40～14:05 15:10～15:35 中期目標期間終了時評価の実施に向けて

14:05～14:30 15:35～16:00
共通方針、Ｑ＆Ａの紹介、
今後のスケジュール 他

14:30～15:00 16:00～16:30 質疑応答

15:00 16:30 閉会



中期目標期間終了時評価の
実施に向けて



４年目終了時評価（2020年度実施）と
中期目標期間終了時評価（2022年度実施）

●４年目終了時評価（国立大学法人法第31条の２第１項第２号）では、当該中期目標期間終了時に見込
まれる業務の実績を評価。また、その結果を踏まえ、中期目標期間終了時までに文部科学大臣による
「業務継続の必要性」「組織・業務全般の見直し」を実施（同法第31条の４第１項）。

第４期中期目標・中期計画の策定、運営費交付金の配分へ
●中期目標期間終了時評価（国立大学法人法第31条の２第１項第３号）では、４年目終了時評価における
「６年間の終了時に見込まれる中期目標の達成状況」の評価について、改めて評価することにより、
評価を効率化。 法人の負担軽減

【参考：国立大学法人法（抄）】

第三十一条の二 国立大学法人等は、毎事業年度の終了後、当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該

各号に定める事項について、評価委員会の評価を受けなければならない

二 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間の終了時に見込まれる中期

目標の期間における業務の実績

三 中期目標の期間の最後の事業年度 当該事業年度における業務の実績及び中期目標の期間における業務の実績

第三十一条の四 文部科学大臣は、評価委員会が第三十一条の二第一項第二号に規定する中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標

の期間における業務の実績に関する評価を行ったときは、中期目標の期間の終了時までに、当該国立大学法人等の業務を継続させる必

要性、組織の在り方その他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、当該国立大学法人等に関し所要の措置を

講ずるものとする。
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国立大学法人評価の全体像

提出

業務実績報告書等
作成

自己点検・評価及び情報提供

業務の実績の総合的評定

その他

中期目標の調査・分析
(各中期目標の達成状況の評価）

教育研究等の質の向上

業務運営の改善及び効率化

教育研究の質の向上と個性の伸長
に向けた取組の促進等

社会

国立大学法人等

通知

国立大学法人評価委員会

反
映

財務内容の改善

各
年
度
評
価
の
資
料
等

尊
重

提供

大
学
改
革
支
援
・学
位
授
与
機
構

｢教育研究の状況」の評価

評価結果

中期目標（「教育研究等の質の向上」）
の達成状況に関する評価

活用

要請

中期計画（「教育研究等の質
の向上」関係部分）の実施状
況の分析

学部・研究科等の現況分析
○教育の水準（質の向上の状況を含む）
○研究の水準（質の向上の状況を含む）

公表

第３期中期目標期間評価の全体像

●国立大学法人及び大学共同利用機関法人については、文部科学省に設置される
「国立大学法人評価委員会」が中期目標期間ごと（６年ごと）に業務実績の評価
（４年目終了時評価、中期目標期間終了時評価）を実施。
●中期目標期間評価のうち教育研究の状況の評価については、専門的な観点から
きめ細かく評価を行うため、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に評価
の実施を要請し、その評価結果を尊重する仕組み。

※第３期中期目標期間における国立大学法人評価の場合
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中期目標期間終了時評価の概要

中期目標の達成状況評価

活用

＜４年目終了時評価（2020年度実施）＞

＜中期目標期間終了時評価（2022年度実施）＞

学部・研究科等の現況分析
（研究業績水準判定を含む）

中期目標の達成状況評価

●４年目終了時評価では、「中期目標の達成状況評価」、「学部・研究科等の
現況分析」及び「研究業績水準判定」を実施し、中期目標期間終了時評価では、

「中期目標の達成状況評価」のみを実施。
→ 達成状況評価については、４年目終了時評価時点で中期目標期間（６年間）
の業務実績を見込んだ評価としているため、中期目標期間終了時評価では、
４年目終了時評価結果を変えうるような顕著な変化を捉える。

４年目終了時評価で実施した現況分析結果
を基に算出した同じ値を加算・減算
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中期目標期間終了時評価の実施体制

●中期目標期間終了時評価の実施にあたっては、国・公・私立大学の関係者及び
社会、経済、文化等各方面の有識者からなる国立大学教育研究評価委員会を設置。

●この評価委員会の下に、達成状況判定会議を設置し、当該会議内には対象法人の
状況に応じた８つのグループを編成。
→ 各グループ間の調整は、評価委員会の下に設置する運営小委員会において、
必要に応じて実施。

国立大学教育研究評価委員会

第１
グループ

運営小委員会

【達成状況判定会議】
＜グループ編成＞

第２
グループ

第３
グループ

第４
グループ

第５
グループ

意見申立審査会

第６
グループ

第７
グループ

第８
グループ
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中 期 目 標 中 期 計 画

（前文）大学の基本的な目標

◆ 中期目標の期間及び教育研究上の基本組織

１ 中期目標の期間

２ 教育研究上の基本組織

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標

１ 教育に関する目標（大項目）

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標

（中項目）

○世界の第一線で活躍できる人材を育成する

（小項目）

○高度専門職業人を育成する（小項目）

（２）教育の実施体制等に関する目標（中項目）

（３）学生への支援に関する目標（中項目）

（４）入学者選抜に関する目標（中項目）

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置

１ 教育に関する目標を達成するための措置

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成する

ための措置

○達成するための具体的な措置Ａ

○達成するための具体的な措置Ｂ

○達成するための具体的な措置Ｃ

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置

（４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置

達成状況評価の概要（中期目標の構成）

≪法人の中期目標・中期計画の構成イメージ≫

●中期目標を３階層（大項目、中項目、小項目）に区分し、小項目重視の評価で
段階判定の結果を積み上げて、最終的に大項目の評価結果を導く。

中期目標の構成及び達成状況評価
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中期計画  中期目標（小項目）  中期目標（中項目）  中期目標（大項目）注） 

    

 ５：「中期目標を達成し、特筆

すべき実績を上げている」 

５：「中期目標を上回る顕著な

成果が得られている」 

５：「中期目標を上回る顕著な

成果が得られている」 

３：「中期計画を実施し、優

れた実績を上げている」 

４：「中期目標を達成し、優れ

た実績を上げている」 

４：「中期目標を上回る成果が

得られている」 

４：「中期目標を上回る成果が

得られている」 

２：「中期計画を実施してい

る」 

３：「中期目標を達成してい

る」 

３：「中期目標を達成してい

る」 

３：「中期目標を達成してい

る」 

１：「中期計画を十分に実施

しているとはいえない」 

２：「中期目標を十分に達成し

ているとはいえない」 

２：「中期目標をおおむね達成

している」 

２：「中期目標をおおむね達成

している」 

 １：「中期目標を達成していな

い」 

１：「中期目標の達成状況が不

十分である」 

１：「中期目標の達成状況が不

十分である」 

  ※ 「中期目標を達成しておら

ず重大な改善事項がある」 

※ 「中期目標を達成しておら

ず重大な改善事項がある」 

 

〇大項目の判定 

中項目の平均値 

（６段階※） 

※「重大な改善事項」を含む 

〇中項目の判定 

小項目の平均値 

（６段階※） 

※「重大な改善事項」を含む 

〇小項目の判定 

中期計画の平均値ととも
に、小項目が達成されている
か、小項目に照らして優れた
実績や特筆すべき実績として
認められるかなどの視点から
判定 

（５段階） 

「優れた点」等の指摘 

〇中期計画の判定 

評価者が評価 

（３段階） 

達成状況評価の概要（第３期のポイント）

●中期計画を３段階判定、小項目を５段階判定とし、法人ごとに具体的な中期目標が
設定されている小項目に対する評価を重視した仕組みとする。

●中期目標期間終了時評価では、中期目標及び中期計画の達成状況について、４年目
終了時評価結果を変えうるような顕著な変化を捉える。

“評価方法”における第３期のポイント

中
期
目
標
期
間
終
了
時

注）基準となる達成状況を
「達成している」に置く 8



達成状況評価の概要
（中期目標期間終了時評価について）

達成状況評価

現況分析

研究業績
水準判定

4年間の実績を分析

4年間の実績で判定

４年間の実績と５、６年目の見込みを評価

2020・2021年度2016～2019年度

●４年目終了時評価の結果は、文部科学大臣により、国立大学法人及び大学共同
利用機関法人の次期中期目標期間の組織・業務全般にわたる検討に活用。

●４年目終了時評価では、現況分析によって教育研究の実施状況や成果を学部・
研究科等単位できめ細かく把握することとし、一方、中期目標期間終了時評価
では、４年目終了時評価結果を変えうるような「顕著な変化」があった場合に
達成状況報告書への記載を求めることにより、各学部・研究科等の成果を把握
することとする。

第３期中期目標期間

６年間の実績を評価

４年目終了時評価
結果を変えうるような
「顕著な変化」が
あった場合
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中期目標期間終了時評価の特徴
（顕著な変化の基本的な考え方）

●評価者は、以下の２点から「顕著な変化」を判断。
(1) 中期計画の「2020、2021年度の実施予定」に対して、

中期目標期間終了時までの実績がポジティブあるいは
ネガティブに大きく変動したと認められること。

(2) この変動によって中期目標（小項目）の段階判定の
判断要素となる特記事項の内容が大きく変動したと
認められること。

→ 上記により「顕著な変化」があったと認められた場合、
４年目終了時評価結果における中期目標（小項目）の
段階判定を変更することができる。
（この場合、４年目終了時評価結果の判断を十分留意

して慎重に判断する必要がある。）
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中期目標期間終了時評価の特徴
（ ５、６年目の学部・研究科等の実績）

●評価者は、以下の観点から５、６年目の学部・研究科等
の実績を取り扱う。

○５、６年目の学部・研究科等の実績は、あくまでも中期
目標（小項目）や中期計画の達成状況に大きく作用して
いることが明らかであり、かつ顕著な変化が認められる
かどうか。

○この判断に当たっては、法人の規模を踏まえつつ、中期
目標（小項目）や中期計画の対象（法人全体、教育課程
等）に対する、５、６年目の学部・研究科等の実績が占

めるウエイト（影響度）に十分留意する。
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達成状況報告書の項目①（小項目：その１）
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達成状況報告書の項目②（小項目：その２）
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達成状況報告書の項目③（中期計画）
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達成状況報告書の項目④（改善状況）
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達成状況報告書の項目⑤（定量的指標一覧）
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「戦略性が高く意欲的な目標・計画」に係る指標については、
「◆」を付してください。



新型コロナウイルス感染症の影響①

●評価者は、新型コロナウイルス感染症に関する各法人の
対応について、積極的に評価する。

○４年目終了時評価では、新型コロナウイルス感染症の
影響下における各法人の対応（例：オンライン授業の
活用による学習機会の確保、学生に対する経済的な援
助）について特記事項として積極的に抽出した。

○中期目標期間終了時評価においても、これらの進展や
新たな取組等を踏まえ、ポジティブな面で顕著な変化が
認められる場合には、特記事項の変更（例：「特色ある
点」から「優れた点」への変更）や追加など、積極的に

評価する。
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新型コロナウイルス感染症の影響②

●評価者は、中期計画の達成状況を分析・判定する際、
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮する。

○中期計画の達成が見込まれていたにもかかわらず、
明らかに新型コロナウイルス感染症の影響によって、
当該中期計画に含まれる定量的な指標について中期計画
を達成することができなかったと認められる場合は、
そのプロセスや内容を総合的に評価することとし、
直ちに「十分に実施しているとはいえない（【１】

判定）」とは判定しない。
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共通方針及びＱ＆Ａの紹介、
今後のスケジュール 等



達成状況報告書ご提出までの
今後のスケジュール



今後のスケジュール

2021年度 「実績報告書作成要領」及び「評価作業マニュアル」の公表
（令和３年度） → 併せて、意見募集（パブリックコメント）の結果、

達成状況評価における共通方針やＱ＆Ａを公表（11月１日）

国立大学法人等評価実務担当者説明会（11月18日、24日）
達成状況報告書の提出方法に関するお知らせ（１月頃）
国立大学法人等評価実務担当者研修会（１月下旬～２月中旬）

2022年度 中期目標期間終了時評価の実施
（令和４年度） 【提出期限】

・中期目標の達成状況報告書：2022年６月末
（すべて電子媒体のみ）
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機構からのご案内



国際的な質保証に関するご紹介

← 事前送付の際に資料を添付しています
ので、ご覧ください。

https://www.niad.ac.jp/consolidation/in

ternational/publish/package.html

＜インフォメーション・パッケージ
各資料の掲載ＵＲＬ＞
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https://www.niad.ac.jp/consolidation/international/publish/package.html


大学質保証ポータルのご紹介

← 事前送付の際に資料を添付しています
ので、ご覧ください。

https://niadqe.jp/

＜大学質保証ポータルＵＲＬ＞
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